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公共施設再配置実行計画を公表します

▼問い合わせ　財政経営課　☎ 73‒3010

お知らせ

次のとおり、令和３年度の公共施設再配置実行計画を公表します。

施設名称 維持管理経費 現在および
過去利用概況 再配置の方針

1 旧大浜小学校
24 千円

小学校 財産処分マニュアルに基づき、今年度で不動産鑑定作業を行い、財産処分に向けた手続き
を進めます。2 旧大浜学校給食センター 給食施設

3 旧大浜幼稚園 18 千円 幼稚園
今年度で解体設計および解体工事を行います。次年度以降で幼稚園跡地に、荘内自然休養
村センターと大浜老人いこいの家の機能を集約し、大浜地区コミュニティセンター（仮称）
を整備します。

4 荘内自然休養村センター 1,329 千円 出張所
築40年が経過し耐震性能に不安があるため、休養村センターが持つ支所出張所、公民館、
避難所機能を、次年度以降で整備予定の大浜地区コミュニティセンター（仮称）へ集約し
ます。整備完了後、取り壊します。

5 大浜老人いこいの家 428 千円 高齢福祉施設
築40年が経過し耐震性能に不安があるため、老人いこいの家が持つ高齢福祉機能を、次年
度以降で整備予定の大浜地区コミュニティセンター（仮称）へ集約します。整備完了後、取
り壊します。

6 旧緑の村管理センター 42 千円 学校体育施設 非耐震施設につき、施設使用を中止しています。今後、取り壊しに向けて準備を進めます。
7 旧辻幼稚園 3 千円 幼稚園 今年度で解体設計を行います。
8 旧河内幼稚園 2 千円 幼稚園 今年度で解体設計を行います。
9 旧神田幼稚園 3 千円 幼稚園 今年度で解体設計を行います。

10 旧財田中小学校 963 千円 小学校 今年度で旧小学校運動場敷地の一部に第6分団、第7分団屯所機能を兼ね備えた財田町防
災センターを整備します。また学校全体の跡地利用については協議中です。

11 旧高瀬町図書館 ― 千円 図書館 取り壊しに向けて、今年度で旧図書館・公民館建物のアスベスト調査を行います。
解体後は、グランドデザインに基づき、市民文化交流や子育て支援拠点などの本庁舎周辺
整備を、一体的に検討していきます。12 旧高瀬町公民館 ― 千円 公民館

13 旧詫間庁舎
15,077 千円

庁舎 耐震性能に不安があるため、詫間庁舎1階部分の機能を令和2年1月からマリンウェーブ
内に仮移転しました。今後は地域コミュニティ維持に係る機能を整理した上で、にぎわい
創造と地域コミュニティの拠点整備の検討を進めます。

14 詫間福祉センター 集会施設
15 詫間勤労会館 2,044 千円 産業系施設

16 旧三野庁舎 ― 千円 庁舎 令和2年度で解体工事が完了しました。今年度で県道との取り合わせ工事および駐車場整
備を行います。

17 三野町文化センター ― 千円 文化施設
令和2年度で解体工事が完了し、跡地に第2分団屯所兼水防倉庫を移転・整備しました。旧
屯所、旧水防倉庫は今年度で解体工事を行います。18 旧三野方面隊第２分団屯所 ― 千円 消防施設

19 旧三野町水防倉庫 ― 千円 消防施設
20 旧高瀬町学校給食センター 152 千円 給食施設 財産処分マニュアルに基づき、今年度で不動産鑑定作業を行い、財産処分に向けた手続き

を進めます。21 旧豊中町学校給食センター 19 千円 給食施設
22 北部学校給食センター ― 千円 給食施設 整備の検討を進めます。
23 高瀬火葬場跡 ― 千円 火葬場

売却手続きを進めます。24 豊中斎場跡 ― 千円 火葬場
25 香田火葬場跡 ― 千円 火葬場

26 永康病院 56,363 千円 病院 今年度で詫間町詫間6784番地206他2筆への移転工事を行い、令和4年春に開院を予定
しています。整備完了後、廃止します。

27 旧高瀬地域子育て支援センター ― 千円子育て支援施設 市有地を民間に貸与し、令和3年秋から幼保連携型認定こども園を開園します。

28 旧山本保育所 678 千円子育て支援施設 令和3年2月末で閉所しました。次年度以降で財産処分に向けた手続きを進めます。

29 旧三豊クリアプラザ
2,531 千円

し尿処理施設
不動産鑑定結果に基づき、財産処分に向けて手続きを進めます。

30 環境衛生会館 集会施設
31 長法寺農村公園 ― 千円 農村公園

廃止を検討しています。
32 羽方農村公園 ― 千円 農村公園
33 旧山本方面隊第1分団1部屯所 ― 千円 消防施設

今年度で解体設計を行います。34 旧山本方面隊第1分団2部屯所 ― 千円 消防施設
35 旧山本方面隊第1分団3部屯所 ― 千円 消防施設
36 山本方面隊第2分団2部屯所 ― 千円 消防施設 今年度で第2分団統合屯所を、山本町河内分館駐車場用地（山本町河内755番地）に整備し

ます。整備完了後、廃止または取り壊します。37 山本方面隊第2分団3部屯所 ― 千円 消防施設

38 三野方面隊第1分団屯所 ― 千円 消防施設 第1分団屯所機能を兼ね備えた三野町防災センターを大見幼稚園駐車場用地（三野町大見
甲3078番地4）に整備予定です。今年度で実施設計を行います。整備完了後、取り壊します。

39 三野町公民館大見分館 1,509 千円 公民館 次年度以降で大見幼稚園駐車場用地（三野町大見甲3078番地4）に大見地区コミュニティ
センター（仮称）を整備予定です。今年度で実施設計を行います。整備完了後、取り壊します。

40 詫間方面隊第7分団（仁老浜）屯所 ― 千円 消防施設 今年度で第7分団統合屯所を、詫間町生里380番地2に整備します。整備完了後、廃止ま
たは取り壊します。

41 詫間方面隊第7分団（生里）屯所 ― 千円 消防施設

42 仁尾方面隊総合屯所（第3分団屯所） ― 千円 消防施設 建物の建て替えに向けて、今年度で解体工事を行い、新屯所の実施設計を行います。

43 父母ヶ浜海水浴場施設 1,408千円 その他 今年度で仁尾町仁尾乙269番地1に公衆トイレを整備します。
※維持管理経費は、令和 3年度当初予算額から該当施設分を抜粋。※実行計画の再配置方針は、令和 3年 4月 1日現在のもの。
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▲

申し込み・問い合わせ　子育て支援課　☎73-3016
８月は児童扶養手当現況届の提出月ですお知らせ

▲

問い合わせ　産業政策課　☎73-3012
パラリンピック聖火フェスティバルを開催します

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）を支給します▲

申し込み・問い合わせ　子育て支援課　☎73-3016
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